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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
止 具 を 被 打 込 材 に 打 ち 込 む 釘 打 機 で あ っ て 、
釘 打 機 本 体 突 出 部 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 釘 打 機 。
【 請 求 項 ２ 】
止 具 を 打 ち 込 む ド ラ イ バ ブ レ ー ド を 一 体 に 取 り 付 け た ピ ス ト ン 及 び ピ ス ト ン を 摺 動 可 能 に
支 持 す る シ リ ン ダ を 含 む 出 力 部 を 備 え 、 シ リ ン ダ 内 に 圧 縮 空 気 を 流 入 さ せ て ピ ス ト ン 、 ド
ラ イ バ ブ レ ー ド を 駆 動 し て 止 具 を 打 ち 出 す 釘 打 機 で あ っ て 、
　 前 記 出 力 部 を 囲 む ボ デ ィ ー 、 ボ デ ィ の 上 面 に 取 り 付 け ら れ た エ キ ゾ ー ス ト カ バ ー 、 ボ デ
ィ の 下 端 に 取 り 付 け ら れ 、 ド ラ イ バ ブ レ ー ド を 案 内 す る と 共 に 止 具 が 打 ち 出 さ れ る ノ ー ズ
に よ り 釘 打 機 本 体 を 構 成 し 、 少 な く と も 前 記 ボ デ ィ の 外 周 に 複 数 の 突 出 部 を 設 け た こ と を
特 徴 と す る 釘 打 機 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 ボ デ ィ を 着 色 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 釘 打 機 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 エ キ ゾ ー ス ト カ バ ー を 覆 う ヘ ッ ド ガ ー ド を 設 け 、 ヘ ッ ド ガ ー ド 上 面 に 複 数 の 突 出 部 を
設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 釘 打 機 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 突 出 部 の 高 さ を ボ デ ィ 各 部 及 び ヘ ッ ド ガ ー ド の 摩 耗 限 度 に 応 じ て 変 え た こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ２ 又 は ４ 記 載 の 釘 打 機 。
【 請 求 項 ６ 】
ピ ス ト ン を 往 復 動 さ せ る 駆 動 部 を 囲 む 筒 形 の ボ デ ィ と 、 ボ デ ィ の 背 面 か ら 後 方 に 延 び る ハ
ン ド ル 部 と 、 ハ ン ド ル 部 下 方 に 設 け ら れ 、 止 具 を 収 納 す る マ ガ ジ ン 部 と 、 ボ デ ィ 下 方 に 設
け ら れ 、 マ ガ ジ ン 部 か ら 供 給 さ れ た 止 具 が ピ ス ト ン に よ り 打 撃 さ れ て 打 ち 込 ま れ る 際 に 止
具 を 案 内 を す る ノ ー ズ と 、 ボ デ ィ の 上 方 正 面 又 は 背 面 に ボ デ ィ の 左 右 側 面 か ら 側 方 に 突 出
す る 長 さ を 有 す る 突 起 を 取 り 付 け た 釘 打 機 で あ っ て 、
　 前 記 ボ デ ィ の 外 周 に 前 記 突 起 よ り 高 さ が 低 い 複 数 の 突 出 部 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 釘
打 機 。

に 設 け ら れ た 銘 板 か ら 突 出 す る 、
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